
鈴鹿市公告第１３号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定により道路

の位置を指定した道路について、当該道路の位置の指定を廃止したので、鈴鹿市建築

基準法施行細則（平成１１年鈴鹿市規則第２９号）第２４条の２第２項の規定により、

次のとおり公告する。 

令和８年２月１６日 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

１ 廃止する道路の位置 

鈴鹿市須賀三丁目 （４１７番２、４１７番３、４１７番６、４１８番４、 

４１８番５、４１８番９、４２０番１、４２０番２）の一部 

２ 廃止する道路の指定年月日及び指定番号 

昭和４４年６月２３日 ４４鈴道３  

３ 廃止する道路の道路番号、延長及び幅員 

道路番号 Ｂ 

延長 ４１．８メートル 

幅員 ４．０メートル 

４ 廃止年月日 

令和８年２月１６日 


